
目

次

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
一

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第72号令和６年12月16日 月曜日

号
外
第
七
十
二
号

令
和
六
年十

二
月
十
六
日

（
月
曜
日
）



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整

手
当
）
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
十
六
・
五
以
上
百
分
の
百
九
十
五
」
を
「
百
分
の
百

二
十
七
・
五
以
上
百
分
の
二
百
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
・
五
以
上
百
分
の
二
百
三
十
五
」

を
「
百
分
の
百
五
十
一
・
五
以
上
百
分
の
二
百
五
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百

五
・
五
以
上
百
分
の
百
十
六
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
六
以
上
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、

「
百
分
の
百
二
十
六
・
五
以
上
百
分
の
百
四
十
・
五
」
を
「
百
分
の
百
三
十
七
以
上
百
分
の
百
五

十
一
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
九
十
四
・
五
」
を
「
百
分
の
百
四
・
五
」
に
、

「
百
分
の
百
十
四
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
四
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
八

十
六
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
六
」
に
、
「
百
分
の
百
五
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め

る
。第

十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
百
分
の
四
十
六
・
二
五
」
を
「
百
分
の
五
十

三
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
六
・
二
五
」
を
「
百
分
の
六
十
三
・
七
五
」
に
改
め
、
同
項
第

三
号
中
「
百
分
の
四
十
四
・
二
五
」
を
「
百
分
の
五
十
一
・
五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
四
・
二

五
」
を
「
百
分
の
六
十
一
・
五
」
に
改
め
る
。

第
二
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
以
上
百
分
の
二
百
十
五
」
を
「
百
分
の

百
二
十
二
以
上
百
分
の
二
百
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
一
・
五
以
上
百
分
の
二
百
五
十
五
」
を

「
百
分
の
百
四
十
六
以
上
百
分
の
二
百
四
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
六
以

上
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
・
五
以
上
百
分
の
百
二
十
二
」
に
、
「
百
分
の
百

三
十
七
以
上
百
分
の
百
五
十
一
・
五
」
を
「
百
分
の
百
三
十
一
・
五
以
上
百
分
の
百
四
十
六
」
に

改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百
四
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
九
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二

十
四
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
九
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
六
」
を
「
百

分
の
九
十
一
」
に
、
「
百
分
の
百
十
五
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
百
分
の
五
十
三
・
七
五
」
を
「
百
分
の
五

十
」
に
、
「
百
分
の
六
十
三
・
七
五
」
を
「
百
分
の
六
十
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の

五
十
一
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
八
」
に
、
「
百
分
の
六
十
一
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
八
」
に

改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）

の
規
定
は
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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